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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　不浸透性容器であって、携行用医療用具の一部を保持するように構成された内面を有す
る不浸透性容器；
　前記不浸透性容器内の浸透性アプリケーター；および
　前記浸透性アプリケーターの上または内に配置された抗菌剤または消毒剤；
を備える、携行用医療用具プロテクターであって、
　前記浸透性アプリケーター内に配置された前記抗菌剤または消毒剤が、
　５～５０ｍｇ／ｍｌのエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）；
　多くとも７０容積％のエタノール；
　多くとも７．５容積％の過酸化水素；および
　水；
　を含み、かつ、
　前記不浸透性容器が、携行用医療用具の周囲に前記不浸透性容器を固定し、前記不浸透
性容器の開口部を密閉するためのドローストリング、ジップロック、ツイストタイ、プラ
スチッククリップ、またはバネ材料を備える、
　携行用医療用具プロテクター。
【請求項２】
　前記不浸透性容器が、ポリエチレン、酸化アルミニウム、シリコン酸化物でコーティン
グされたポリマーフィルム、ポリプロピレン、ポリシリコーン、ポリテトラフルオロエチ



(2) JP 6272783 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

レン、ポリ塩化ビニル、マイラー、またはそれらの混合物を含む、請求項１に記載の医療
用具プロテクター。
【請求項３】
　前記浸透性アプリケーターが、デンプンポリマー、セルロースゲル、ポリエチレン発泡
体、シリコーンオープンセル発泡体、またはそれらの混合物を含む、請求項１に記載の医
療用具プロテクター。
【請求項４】
　前記浸透性アプリケーターが、前記携行用医療用具をスクラブするように構成された、
荒い、粗い、平滑な、マイクロまたはナノ構造を有する、請求項１に記載の医療用具プロ
テクター。
【請求項５】
　感染性因子の伝播を妨げる方法であって：
　携行用医療用具を使用するための用具プロテクターを特定するステップであって、
　前記用具プロテクターが、
　　携行用医療用具の一部を保持するように構成された密閉可能な不浸透性レセプタクル
；
　　前記不浸透性レセプタクル内に配置されアプリケーター；および
　　前記アプリケーターによって担持される抗菌剤または消毒剤；
を備え、
　　前記アプリケーター内に配置された前記抗菌剤または消毒剤が、
　５～５０ｍｇ／ｍｌのエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）；
　多くとも７０容積％のエタノール；
　多くとも７．５容積％の過酸化水素；および
　水；
を含む、ステップと；
　前記携行用医療用具とともに前記特定された用具プロテクターを用いるステップであっ
て、
　　前記密閉可能な不浸透性レセプタクルを開口するステップ；
　　前記レセプタクルから前記アプリケーターを取り外すステップ；
　　携行用医療用具の少なくとも一部に対して抗菌剤または消毒剤を含有するアプリケー
ターを適用するステップ；
　　前記不浸透性レセプタクル内に前記携行用医療用具の少なくとも一部を配置するステ
ップ；および
　　再汚染を防ぐために前記携行用医療用具の一部の周囲で前記不浸透性レセプタクルを
密閉するステップと；
を含む方法であって、
　前記密閉可能な不浸透性レセプタクルが、携行用医療用具の周囲に前記不浸透性レセプ
タクルを固定し、前記不浸透性レセプタクルの開口部を密閉するためのドローストリング
、ジップロック、ツイストタイ、プラスチッククリップ、またはバネ材料を備える、方法
。
【請求項６】
　前記携行用医療用具が、聴診器、体温計、血圧モニター、超音波振動子または他の診断
装置のうちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記抗菌剤または消毒剤が、細菌、芽胞、寄生生物、ウイルス、体液またはそれらの混
合物のうちの１つ以上を含む１つ以上の汚染物質を排除または阻害し得る、請求項５に記
載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上の細菌が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕ
ｓ　ａｕｒｅｕｓ)（ＭＲＳＡ）、緑膿菌(Ｐｓｅｕｄｉｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓ
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ａ)および他の耐性細菌を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記不浸透性レセプタクルが、ポリエチレン、シリコン酸化物でコーティングされたポ
リマーフィルム、ポリプロピレン、ポリシリコーン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ
塩化ビニル、マイラー、またはそれらの混合物を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アプリケーターが、
　デンプンポリマー、セルロースゲル、ポリエチレン発泡体、シリコーンオープンセル発
泡体、またはそれらの混合物；および
　前記携行用医療用具をスクラブするように構成された、荒い、粗い、平滑な、マイクロ
またはナノ構造；
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　取り外し可能なトレイを収容する無菌性パッケージであって、前記取り外し可能なトレ
イが、
　携行用医療用具の一部を包含するように構成された密閉可能な不浸透性レセプタクル；
　前記携行用医療用具の一部をスクラブするように構成されたアプリケーター；および
　前記アプリケーター内に配置された抗菌剤または消毒剤であって、前記抗菌剤または消
毒剤が、
　５～５０ｍｇ／ｍｌのエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）；
　多くとも７０容積％のエタノール；
　多くとも７．５容積％の過酸化水素；および
　水；
を含む、
携行用医療用具プロテクターシステムであって、
　前記密閉可能な不浸透性レセプタクルが、前記携行用医療用具の周囲に前記不浸透性レ
セプタクルを固定し、前記不浸透性レセプタクルの開口部を密閉するためのドローストリ
ング、ジップロック、ツイストタイ、プラスチッククリップ、またはバネ材料を備える、
携行用医療用具プロテクターシステム。
【請求項１２】
　前記取り外し可能なトレイが、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリテトラフル
オロエチレン、ポリ塩化ビニル、または任意の他の適切な熱可塑性ポリマーを含む、請求
項１１に記載の携行用医療用具プロテクターシステム。
【請求項１３】
　前記取り外し可能なトレイがさらに、複数の浸透性アプリケーターを含み、前記複数の
浸透性アプリケーターの各々が、種々の濃度の抗菌剤を含んでいる、請求項１１に記載の
携行用医療用具プロテクターシステム。
【請求項１４】
　前記密閉可能な不浸透性レセプタクルがさらに、前記携行用医療用具の全体を包含する
ように構成されている、請求項１１に記載の携行用医療用具プロテクターシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、「アンチセプティックアプリケーターおよび防御デバイス（Ａｎｔｉｓｅｐ
ｔｉｃ　Ａｐｐｌｉｃａｔｏｒｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）」
と題された２０１２年２月６日出願の米国特許仮出願第６１／５９５，６３５号に対して
優先権を主張する「携行用医療用具プロテクター（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　
Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｏｒｓ）」と題された２０１３年２月１日出願の米国特許
仮出願第１３／７５７，３８１号に対して優先権を主張し、両方ともその全体が参照によ
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り本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　医療関連感染（Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　ａｃｑｕｉｒｅｄ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ）（Ｈ
ＡＩ）は、回避可能な死亡および罹患の重要な原因として認識されてきた。米国では、Ｈ
ＡＩは毎年、ほぼ９９，０００例の生存に負担がかかり、ならびに追加の処置および入院
において数十億ドルがかかる。Ｋｌｅｖｅｎｓら、Ｅｓｔｉｍａｔｉｎｇ　Ｈｅａｌｔｈ
　Ｃａｒｅ－Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｄｅａｔｈｓ　ｉｎ
　Ｕ．Ｓ．　Ｈｏｓｐｉｔａｌｓ，２００２，Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｒｅｐｏｒ
ｔｓ，第１２２巻、１６０ページ，２００７。血管内カテーテル、手術部位、および侵襲
性手順の部位の汚染は、デバイス取り外しおよび留置、長期の非経口抗菌療法、ならびに
長期の入院およびリハビリテーションにつながる場合が多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多剤耐性微生物の伝播は、１つのコロニー形成した患者または感染した患者から他の感
染しやすい患者へと、ヘルスケア提供者の手または医療用具で伝播される場合が多い。外
科手術部位の感染は、皮膚の不十分な殺菌前処理から生じる場合がある。慣用的な洗浄お
よび術前部位の清拭のためのグルコン酸クロルヘキシジン（ＣＨＧ）の広範な使用によっ
て、メチシリンに対して耐性（ＭＲＳＡ）およびＣＨＧに対して耐性という両方に耐性の
Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓの頻度が増大した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概説
　本開示は、感染を低減および／または防止するように設計された医療用アプリケーター
およびプロテクターを記載する。一実施形態では、本開示は、携行用医療用具（例えば、
聴診器）を保持するための密閉可能な不浸透性容器またはレセプタクルを備える携行用医
療用具プロテクター、ならびに抗菌組成物または殺菌性組成物を担持している浸透性の吸
収性および／または吸着性のアプリケーターを記載する。いくつかの実施形態では、この
抗菌組成物は、水、低分子量アルコール、過酸化物または過酸化物発生剤およびキレート
剤を含んでもよい。いくつかの実施形態では、この浸透性アプリケーターは、この経口用
医療用具が複数の患者の間で用いられるか、または搬送されるときに、感染を予防しおよ
び／または伝播を低減するための携行用医療用具を清拭するために用いられてもよい。
【０００５】
　詳細な説明を、添付の図面を参照して示す。この図では、参照番号の最も左側の数字は
、その参照番号が最初に出現する図を特定する。異なる図における同じ参照番号の使用は
、同様または同一の事項または特徴を示す。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、不浸透性容器内に位置する浸透性アプリケーターを有する例示的な携行
用医療用具プロテクターを図示する。
【図２】図２は、不浸透性容器内に１つ以上の浸透性アプリケーターを保管するための取
り外し可能なトレイを有する別の例示的な携行用医療用具プロテクターを図示する。
【図３】図３は、デバイス（聴診器として図示）をスクラブするための浸透性アプリケー
ターを保管するための取り外し可能なトレイ、ならびに再汚染を確保して予防するための
不浸透性容器を有する別の例示的な携行用医療用具プロテクターを図示する。
【図４】例示的な携行用医療用具プロテクターを操作するための例示的なプロセスを示し
ているフローダイヤグラムである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】



(5) JP 6272783 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

　以下の詳細な考察は、本明細書に記載の医療用アプリケーターおよびプロテクターに含
まれてもよい例示的な抗菌組成物を詳細に記載する「例示的な抗菌組成物（Ｅｘａｍｐｌ
ｅ　Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ）」と題されたセクションか
ら始まる。「例示的な用具プロテクター（Ｅｘａｍｐｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｔｅｃ
ｔｏｒｓ）」と題された次のセクションは、携行用医療用具の使用のための例示的な洗浄
および保護の用具を記載する。次に、例示的な用具プロテクターを作動するための「例示
的なプロセス（Ｅｘａｍｐｌｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓ）」を記述する。最後に、本開示は、簡
略な「結論」で結論とする。
【０００８】
　この概説は（セクションの表題を含めて）、下にさらに記載される単純化された形態で
の概念の選択を導くために示される。この概説は、読者の便利のために示されるのであっ
て、特許請求の範囲を限定する意図もなく、続くセクションを限定する意図でもない。
【０００９】
　例示的な抗菌組成物
　１つの例示的な実行では、本明細書に記載のアプローチと組み合わせて用いられ得る抗
菌組成物は、例えば、参照により本明細書に組み込まれる、Ｔｅｎｎｉｃａｎらに対する
２０１１年１月２１日出願の国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０２２１５０、お
よびＴｅｎｎｉｃａｎに対する２０１２年１１月２８日出願の米国特許本出願第１３／６
８８，０７８号に記載される組成物を含んでもよい。例えば、抗菌組成物は、水（Ｈ２Ｏ
）、強力かつ非毒性のキレート剤、例えば、エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）（例え
ば、ＥＤＴＡ二ナトリウム、ＥＤＴＡカルシウム二ナトリウム、ＥＤＴＡマグネシウム、
ＥＤＴＡカリウム、ＥＤＴＡガリウム）またはクエン酸ナトリウム（またはＥＤＴＡの酸
、塩、誘導体もしくは他の形態、またはクエン酸ナトリウム）、短鎖一価アルコール（例
えば、Ｃ２Ｈ５ＯＨの分子式およびＣ２Ｈ６Ｏの実験式を有するエタノール）および強力
な、低分子酸化剤、例えば、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）を含んでもよい。１つの特定の実施
例では、この組成物は、水、ＥＤＴＡ、エタノールおよび過酸化水素から本質的に構成さ
れ得る。追加の成分としては、増粘剤、ゲル化剤、サーファクタント、発泡剤および／ま
たは泡安定剤を挙げることができる。しかし、他の実施例では、他の抗菌組成物が、本開
示に記載されるアプリケーターおよびデバイスと組み合わせて用いられてもよい。
【００１０】
　抗菌組成物は、液体型であってもゲル型であってもよく、特定の適用の必要性次第で、
１つ以上の担体または希釈液と組み合わされてもよい。例えば、抗菌組成物を洗浄剤とし
て用いる場合、抗菌組成物は、液体型であってもよい。その場合、種々の構成要素の濃度
は、その組成物が直接生きた組織にもしくは医療用具に適用されるか、および／またはそ
の組成物が直接または間接的に（例えば、組成物が適用されるか適用された医療用具を介
して）適用される組織の刺激を回避するかにかかわらず、例えば、所望のレベルの衛生お
よび／または消毒に依存し得る。
【００１１】
　適用の時点で消毒を適用することに加えて、抗菌組成物はまた、混入物に対する長期の
障壁を提供し得る。例えば、組成物の揮発性の構成要素（例えば、水、アルコール、過酸
化水素など）が蒸発した後でさえ、キレート剤は、処理した表面（例えば、複数回使用の
バイアルまたはポートの清浄化／保護器具、聴診器、指、周囲組織など）の上に、抗菌、
抗真菌または殺胞子性（例えば、芽胞の発芽を妨げる）、抗寄生生物、殺精子性または精
子抑制性（例えば、精子の運動性を低下する）および抗ウイルス性の質を提供する障壁と
して残る場合がある。細菌（例えば、ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ（Ｍ
ＲＳＡ）、Ｐｓｅｕｄｉｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａおよび他の耐性細菌）、芽胞
、寄生生物、真菌およびウイルスが再生されるために必要な成分（例えば、鉄、マグネシ
ウムおよびマンガン）の環境を奪うことによって、キレート剤は、抗菌組成物の他の構成
要素が蒸発した後でさえ、混入物質に対して長期の防御を提供する。さらに、抗菌組成物
中の過酸化水素は、抗菌組成物が適用される材料（例えば、シリコーン材料）の表面に対
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する荷電を誘導し得、これによって、この材料は、細菌または他の微生物に対して耐性に
なる。
【００１２】
　上記の抗菌組成物はまた、表面または材料に加えられた場合、混入物の視覚的指標とな
り得、このような指標によって、使用者は、感染を妨げるための表面を特定して浄化する
ことが可能になり得る。
【００１３】
　「約」または「およそ」という用語は、例示的な抗菌組成物を記述する状況で用いる場
合、許容できるか、および／または当該分野で公知である誤差の合理的な周辺値を含むと
解釈されるべきである。
【００１４】
　例示的な用具プロテクター
　種々の例示的な防御用具が本明細書で記載される。図１～３に関して一般的に記載され
るのは、１つのコロニー形成した患者、表面または使用者から、別の患者、表面または使
用者への病原性生物の伝播を予防および／または軽減するように構成された例示的な用具
プロテクターである。
【００１５】
　図１は、携行用医療用具での使用のための例示的な医療用具プロテクター１００を図示
する。例示的な携行用医療用具としては、限定するものではないが、聴診器、体温計、血
圧モニター、パルスオキシメーター、ネブライザーおよび関連の装置、内視鏡、血糖値モ
ニター、ドップラー、カプノグラフ、吸引ポンプ、種々の装置のマウスピース、診断また
は治療用の超音波トランスデューサーおよび／または他の診断装置が挙げられる。一実施
形態では、例示的な用具プロテクター１００は、携行用医療用具の任意の部分または全体
を収容して、保護カバーとして作用するように構成されてもよい。図１に図示されるとお
り、用具プロテクター１００は、携行用医療用具の任意の部分または全体を収容するよう
に、不浸透性容器１０２を備えてもよい。不浸透性容器１０２は、携行用医療用具の任意
の部分または全体を包含するように設計された多数のサイズで構成されてもよい。例えば
、不浸透性容器１０２は、聴診器の「ベル」を収容するように構成されてもよいし、また
は聴診器全体を収容するように構成されてもよい。不浸透性容器の組成のための例示的な
材料としては限定するものではないが、ポリエチレン、酸化アルミニウム、アルミニウム
ホイル、シリコン酸化物でコーティングされたポリマーフィルム、ポリプロピレン、ポリ
シリコーン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ塩化ビニル、マイラー、またはそれらの
組み合わせが挙げられる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、不浸透性容器１０２は、携行用医療用具の挿入部分をしっか
り包含するように構成された容器１０２の開口端部１０６で閉鎖機構１０４を備えてもよ
い。例示的な包囲機構は限定するものではないが、ドローストリング、ジップロック、フ
ォームオープニング（ｆｏａｍ　ｏｐｅｎｉｎｇ）、ツイストタイ（ｔｗｉｓｔ　ｔｉｅ
）、プラスチッククリップおよび／またはバネ材料を含んでもよい。　
【００１７】
　いくつかの実施形態では、この閉鎖機構は、ドローストリングおよび／またはツイスト
タイである。これらの実施形態では、不浸透性容器の開口は、ストリング、ワイヤなどの
材料を含んでもよく、これは不浸透性容器から延びる２つの末端を有する。不浸透性容器
（例えば、聴診器のベル）の内容物は、ストリングの末端が引っ張られるかおよび／また
はねじられる時に閉じられる。従って、不浸透性容器の開口部を閉じる。
【００１８】
　別の実施形態では、不浸透性容器上の閉鎖機構は、フォームオープニングであってもよ
い。このフォームオープニングは、携行用医療用具、またはその任意の一部が、開口部を
通じて挿入されることを可能にするように構成され得る。携行用医療用具の受け入れの際
に、このフォームオープニングは、開口されていない位置まで戻されてもよく、それによ
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って不浸透性容器の外側に位置する容器から携行用医療用具を保護する。
【００１９】
　別の実施形態では、閉鎖機構は、バネ材料を含む。このバネ材料は、不浸透性容器の開
口を閉鎖位置で保持し得る。使用者は、この閉鎖機構の対向する末端を絞って、このスプ
リングを活性化し、これによって不浸透性容器の開口部を開口させて、携行用医療用具の
任意の部分の挿入に対してアクセス可能にし得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、浸透性アプリケーター１０８は、不浸透性容器１０２内に保
管されてもよい。浸透性アプリケーター１０８は、抗菌性組成物または殺菌性組成物、例
えば、連続するセクションに記載される抗菌性組成物で浸漬されても、またはコーティン
グされてもよい。いくつかの実施形態では、浸透性アプリケーター１０８は、不浸透性容
器１０２から取り外されてもよいし、携行用医療用具の任意の一部（例えば、聴診器のダ
イヤフラム、チェストピース、配管、イヤーチップ、または任意の他の部分）を清浄化お
よび／または消毒するために用いられてもよい。
【００２１】
　浸透性アプリケーター１０８は、種々の形状またはサイズで構成されてもよい。例えば
、図１に図示されるように、アプリケーターは、不浸透性容器よりも小さくてもよい。他
の実施形態では、アプリケーターは、不浸透性容器と実質的に同じサイズであってもよい
し、またはそれより大きくてもよい。いくつかの実施形態では、アプリケーターは、その
アプリケーターが不浸透性容器内にあてはまることを可能にするような任意の適切な方式
で、それ自体が折り畳まれても、二つ折りにされても、三重にされても、それ以外でもよ
い。
【００２２】
　別の実施形態では、浸透性アプリケーター１０８は、不浸透性容器１０２の内側裏打ち
として結合されてもよい。例えば、浸透性アプリケーターは、不浸透性容器の内側壁に対
して取り外し可能に連結されても、または取り外し不能に連結されてもよい。この実施形
態では、使用者は、携行用医療用具、またはその任意の一部を不浸透性容器内に置いても
よい。一旦その装置が容器の内側になれば、使用者は、例えば、メッセージ機能を用いる
ことによって、その容器を操作してもよい。このような作用によって、浸透性アプリケー
ターを容器の内壁に連結して、抗菌組成物を用いて医療用具をスクラブ／消毒することが
可能になる場合がある。
【００２３】
　浸透性アプリケーター１０８の組成物の例示的な材料としては限定するものではないが
、デンプンポリマー、セルロースゲル、ポリエチレン発泡体、シリコーンオープンセル発
泡体、またはそれらの混合物が挙げられる。いくつかの実施形態では、この浸透性アプリ
ケーター１０８は、使用者がこのアプリケーターを把持し、この医療用具をスクラブまた
は清浄化することを補助することを可能にする、異なる表面処理（例えば、浸出、スリッ
トなど）、表面仕上げ（例えば、マクロ－、ミクロ－またはナノ－構造など）、および／
または外形（例えば、丸い、リブのある、突起部、フィンガーなど）を備えてもよい。
【００２４】
　図２は、例示的な用具プロテクター２００の別の実施形態を図示しており、ここでは１
つ以上の浸透性アプリケーター２０２が、不浸透性容器１０２内に位置する取り外し可能
なトレイ２０４の上に保管され得る。このトレイ２０４は、使用者による使用の前に不浸
透性容器１０２内で密閉され得る。いくつかの実施形態では、このトレイ２０４は、一旦
、不浸透性容器１０２が開口されれば取り外されてもよく、それによって使用者は、１つ
以上のアプリケーター２０２にアクセスするか／それを使用することが可能になる。トレ
イ２０４は、不浸透性容器１０２内の医療用具の任意の一部を置き換える前に廃棄されて
もよい。
【００２５】
　１つ以上のアプリケーター２０２は、図１の浸透性アプリケーターに対して上記の任意
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の特徴を有し得る。いくつかの実施形態では、このトレイ上の１つ以上のアプリケーター
の各々が、同じまたは異なる洗浄剤、消毒剤もしくは抗菌剤、またはそれらの種々の濃度
を含んでもよい。
【００２６】
　図２は、図１を参照して上記されるような例示的なドローストリング閉鎖機構２０６を
図示する。しかし、他の実施形態では、図１に関して上記される任意の他の閉鎖機構を、
用具プロテクター２００とともに用いてもよい。
【００２７】
　トレイ２０４の組成のための例示的な材料としては、限定するものではないが、ポリプ
ロピレン、高密度ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ塩化ビニル、または
任意の他の適切な熱可塑性ポリマーが挙げられる。いくつかの実施形態では、トレイ２０
４は、１つ以上の浸透性アプリケーター２０２を保管する各々の部分を隔てるために１つ
以上の仕切り板を有するように構成されてもよい。
【００２８】
　図３は、用具プロテクターのさらに別の実施形態を図示する。この実施形態では、不浸
透性容器３００および浸透性アプリケーター３０２が、無菌性の破棄可能なパッケージ３
０４内に位置してもよい。図３に示されるとおり、不浸透性容器３００（トレイ２０４の
上、および聴診器３０８のベル３０６の上の両方で示される）および浸透性アプリケータ
ー３０２は、無菌性パッケージング３０４内のトレイ２０４上に配置されてもよい。無菌
性パッケージ３０４の開口の際に、使用者は、トレイ２０４を取り除いて、浸透性アプリ
ケーター３０２（図３に図示される聴診器３０８のような携行用医療用具の任意の一部を
消毒するために、抗菌または殺菌性の組成物で含浸されている）を用いてもよい。このア
プリケーターを用いて携行用医療用具を消毒した後に、次いで、使用者は、携行用医療用
具、またはその任意の一部を、不浸透性容器３００内に置いて、それを汚染から保護して
もよい。例えば、図３に図示されるとおり、不浸透性容器３００は、使用者がポケット、
バッグなどにベルを置くときに、聴診器３０８のベル３０６が、１つ以上の汚染物質と接
触しないように保護する。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、不浸透性容器内に、または無菌性パッケージ中のトレイ上に
配置されるアプリケーターは、浸透性，吸収性および／または吸着性の底部層に連結され
た不浸透性層を有するアプリケーターであってもよく、これによって、使用者の手の上に
ある既存の感染性因子が、浸透性底部層および携行用医療用具に移ることを妨げる。
【００３０】
　例示的プロセス
　図４は、例示的な防御用具を操作するという上記の技術の遂行のための例示的なプロセ
ス４００を図示する。このプロセス４００は、論理的フロー図として図示される。操作を
記載する順序は、限定と解釈されることは意図せず、任意の多数の記載された操作を、任
意の順序でおよび／または並行に組み合わせて、そのプロセスを実行してもよい。
【００３１】
　操作４０２では、用具プロテクターは、携行用医療用具での使用について特定され得る
。図３の状況では、使用者が聴診器を用いて病院で部屋から部屋に移動する場合、使用者
は、聴診器または聴診器のベルでの使用のための用具プロテクターを特定し得る。
【００３２】
　操作４０４では、用具プロテクターの密閉可能なまたは再密閉可能な不浸透性レセプタ
クルが開口され得る。図１の状況では、使用者は、ジップロック機構として示される閉鎖
機構１０４を隔てることによって不浸透性容器を開口し得る。
【００３３】
　操作４０６では、抗菌剤または消毒剤を担持する浸透性アプリケーターは、不浸透性レ
セプタクルから取り出されてもよい。図１の状況においてやはり、浸透性アプリケーター
１０８は、不浸透性容器１０２から取り外し可能であってもよい。
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【００３４】
　操作４０８では、浸透性アプリケーターは、携行用医療用具の少なくとも一部に適用さ
れてもよい。例えば、この浸透性アプリケーターは、聴診器全体または聴診器の任意の一
部（例えば、ベル）をふき取るか拭うために用いられてもよい。
【００３５】
　操作４１０では、携行用医療用具の少なくとも一部は、用具プロテクターの不浸透性レ
セプタクル内に配置されてもよい。図３の状況では、聴診器３０８のベル３０６は、不浸
透性容器３００内に配置されてもよい。
【００３６】
　最終的に、操作４１２では、不浸透性レセプタクルは、携行用医療用具の挿入部分周囲
に取り外し可能に密閉されてもよい。例えば、不浸透性レセプタクルは、図１および図２
に関して上記の任意の機構によって密閉されてもよい。
【００３７】
　結論
　本開示は、特定の構造的特徴および／または方法論的な作用を有する実施形態を記載す
るが、特許請求の範囲は、記載される特定の特徴にも作用にも必ずしも限定されないこと
が理解されるべきである。そうではなく、特定の特徴および作用は単に、開示の特許請求
の範囲内におさまるいくつかの実施形態を例示するに過ぎない。

【図１】 【図２】
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